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第１　消尽とは
「消尽」あるいは「権利消尽」とは、知的財産権を

保有する者又はその許諾を受けた者が、一度権利対
象の製品を適法に流通に置いた場合には、以後その
製品が転々流通することに対して、知的財産権を行
使することができないという法理論です。

例えば、物の発明に係る特許権を保有する者が、

特許発明を実施した特許製品を譲渡し、その特許製
品が転売されるケースを考えます。転売も特許法２
条３項１号の「譲渡」に当たりますので、形式的に
は特許発明の実施行為が存在するわけですが、特許
権者はその転売行為に対しては、特許権を行使して、
差止めや損害賠償を求めることはできません。

これは、製品等の自由な流通の確保と権利者によ

種苗法のカスケード原則種苗法のカスケード原則
～ 風変わりな消尽？～ 風変わりな消尽？

☆知財の常識・非常識 �
種苗法のカスケード原則 ～ 風変わりな消尽？ ⑴

知財の常識・非常識 非常識 50

 桜坂法律事務所

弁護士・弁理士 平井　佑希


